
広 報 み よ し（ ） （ ）広 報 み よ し

転入・転出など
各種届出が必要です
　３月は転勤や新入学等のため、引越を予定されている人も多いかと思いますが、転入・転出等の

各種届出は、住民課で受け付けています。詳細については、お気軽にお問い合せください。

　なお、出張所では手続きできませんのでご了承ください。

問い合わせ　住民課（内線142～144）

転入・転出・転居・世帯変更の届出

届出をするとき 届出はいつするか 必要なもの…印鑑・身分証明書（運転免許証・パスポート等）

転

入
町内へ
引越したあと

町に住み始めた日か
ら14日以内

前住所地の転出証明書
乳幼児・こども医療は、保険証・振込先口座
身障者手帳をお持ちの方は、手帳・各種受給者証
後期高齢者医療負担区分証明書
介護保険適用の方は受給資格証明書

転

出
町外へ
引越するとき

新住所に移る前
（14日前から受付）

印鑑登録証、住基カード
国民健康保険証（加入者のみ）
 高齢者受給者証、乳幼児医療、ひとり親家庭等医療受給者証、介護
保険被保険者証等各種の受給者証（お持ちの方）
身障者手帳をお持ちの方は、手帳、各種受給者証
後期高齢者医療被保険者証

転

居
町内で住所が
変わったとき

引越した日から
14日以内

世
帯
変
更

世帯主が変わった
り、世帯が合併・
分離したとき

変更があった日から
14日以内

国民健康保険被保険者証
 国民健康保険高齢受給者証（共に加入者のみ、世帯合併のときは両
世帯の保険証・受給者証）

●届出に必要なものについては、個々により若干異なります。●代理人申請の場合は委任状が必要です。

電
話
予
約
に
よ
る
住
民

票
の
写
し
の
土
・
日
曜

日
交
付

　

本
人
ま
た
は
同
一
世
帯
の
家
族

　　

原
則
金
曜
日
の
午
前
９
時
か
ら
午
後

４
時
ま
で
に
、
電
話
で
住
民
課
へ
申
し

込
ん
で
く
だ
さ
い
。（
金
曜
日
が
祝
日

の
場
合
や
年
末
年
始
の
閉
庁
日
は
除
き

ま
す
。）

　

土
曜
日
お
よ
び
日
曜
日
の
午
前
８
時

30
分
か
ら
午
後
５
時
に
、
役
場
地
下
１

階
の
日
直
室
で
お
渡
し
し
ま
す
。（
年

末
年
始
は
除
き
ま
す
。）

　　

本
人
を
確
認
で
き
る
も
の
（
運
転
免

許
証
、
パ
ス
ポ
ー
ト
、
年
金
手
帳
、
健

康
保
険
証
な
ど
）、
手
数
料
（
１
通
／

200
円
）

　

毎
月
第
１
土
曜
日
と
３
月
最
終

土
曜
日
の
午
前
８
時

分
か
ら
正

午
ま
で
は
、
役
場
１
階
窓
口
と
藤

久
保
・
竹
間
沢
出
張
所
が
開
庁
し

て
い
ま
す
。

必
要
な
も
の

予
約
方
法

受
取
方
法

利
用
で
き
る
人

土
曜
開
庁
の
お
知
ら
せ

郵
送
に
よ
る
証
明
書
等

の
申
請

　

住
民
票
の
写
し
、
戸
籍
謄
本
・
抄
本
、

戸
籍
の
附
票
の
写
し
等（
戸
籍
関
係
は
、

本
籍
地
が
三
芳
町
の
場
合
。
そ
れ
以
外

は
、
本
籍
地
に
請
求
し
て
く
だ
さ
い
。）

　　

次
の

〜

を
同
封
の
う
え
郵
送
し

て
く
だ
さ
い

 

申
請
書
…
本
籍
地
、
筆
頭
者
、
住
所
、

氏
名
、
電
話
番
号
、
必
要
書
類
と
枚

数
、
使
用
目
的
を
明
記

返
信
用
封
筒
…
80
円
切
手
を
貼
付

 

手
数
料
…
必
要
書
類
に
要
す
る
額
の

郵
便
小
為
替

 

本
人
確
認
書
類
等
…
運
転
免
許
証
の

コ
ピ
ー
等

申
請
方
法

申
請
で
き
る
証
明
書

　

各
種
証
明
書
（
住
民
票
・
戸
籍
等
）

を
申
請
す
る
際
に
は
、身
分
証
明
書（
運

転
免
許
証
、
パ
ス
ポ
ー
ト
、
健
康
保
険

証
、
年
金
手
帳
等
）
の
提
示
を
お
願
い

し
ま
す
。

　

代
理
人
申
請
の
場
合
は
、
委
任
状
の

提
出
及
び
身
分
証
明
書
が
必
要
で
す
。

「
身
分
証
明
書
」
提
示
の
お
願
い

越 の 季 節引 ★★★三芳町役場各課宛メールアドレスが変わります★★★
平成 年4月1日から役場の組織（課･係）が変わることに伴い、アドレスについても変更になります。

各課宛メールアドレス

課　　名 新メールアドレス 課　　名 新メールアドレス

総合政策課 seisaku@town.saitama-miyoshi.lg.jp 財務課 zaimu@town.saitama-miyoshi.lg.jp

秘書広報室 hisyo@town.saitama-miyoshi.lg.jp 税務課 zeimu@town.saitama-miyoshi.lg.jp

地域振興課 chiiki@town.saitama-miyoshi.lg.jp 住民課 jumin@town.saitama-miyoshi.lg.jp

福祉課 fukushi@town.saitama-miyoshi.lg.jp 健康増進課 kenko@town.saitama-miyoshi.lg.jp

保健センター hoken@town.saitama-miyoshi.lg.jp こども支援課 kodomo@town.saitama-miyoshi.lg.jp

北永井児童館 kitajido@town.saitama-miyoshi.lg.jp 藤久保児童館 fujijido@town.saitama-miyoshi.lg.jp

竹間沢児童館 chikujido@town.saitama-miyoshi.lg.jp ファミリーサポートセンター famisupo@town.saitama-miyoshi.lg.jp

環境産業課 kankyo@town.saitama-miyoshi.lg.jp 都市計画課 toshikei@town.saitama-miyoshi.lg.jp

道路交通課 douro@town.saitama-miyoshi.lg.jp 会計課 kaikei@town.saitama-miyoshi.lg.jp

上下水道課 suido@town.saitama-miyoshi.lg.jp 教育総務課 kyousoumu@town.saitama-miyoshi.lg.jp

学校教育課 gakko@town.saitama-miyoshi.lg.jp 社会教育課 shakai@town.saitama-miyoshi.lg.jp

歴史民俗資料館 rekimin@town.saitama-miyoshi.lg.jp 中央公民館 chuuko@town.saitama-miyoshi.lg.jp

藤久保公民館 fujiko@town.saitama-miyoshi.lg.jp 竹間沢公民館 chikuko@town.saitama-miyoshi.lg.jp

図書館 tosyokan@town.saitama-miyoshi.lg.jp 議会事務局 gikai@town.saitama-miyoshi.lg.jp

鶴 瀬 駅 西 通 り 線 の 開 通 に 伴 い 、
西口駅前の交通体系が変更されます!!

　平成 年４月９日に、「鶴瀬駅西通り線（幅員 ｍ道路）」が「鶴瀬駅西口」まで開通し

ます。

　このことに伴い、「鶴瀬駅西通り線」に車両を誘導するため、下図のとおり交通体系を変

更いたします。（交通体系の切替日は平成 年４月６日正午です。）

　交通規制に従い十分注意の上通行をお願いいたします。

問い合わせ　富士見市・鶴瀬駅西口整備事務所　 252 2171

■鶴瀬駅西通り線（ 道路）が

　開通します！

　この路線は、「一般国道254号線

（川越街道）」から「東武東上線鶴瀬

駅西口」までの都市計画道路です。

　このたび、三芳町区間50ｍ（右図の

■■部分：鶴瀬西交流センター近く）

の工事が進み、４月９日 正午に「藤

久保小学校交差点」から「鶴瀬駅西

口」まで開通します。

　この開通に先立ち、４月６日 正午

に鶴瀬駅西口ロータリーの交通体系を

変更します。

　通行する際には、十分注意してくだ

さい。

　※三芳町分の道路については、三芳

町道路下水道課（ 258 0019）にお問

い合わせください。

鶴瀬駅西口ロータリーの交通体系が
　変更されます　《4月6日正午から》


